
銚子市人事行政の運営等の状況の公表 

市民の皆さんに市の人事行政の運営等を理解していただくため、平成１７年３月に制定し

た「銚子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、平成２１年度における

市の職員の任免、給与、勤務時間や服務などの状況を公表します。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 ⑴ 職員の採用及び退職の状況（平成２１年度） 

職   種 

採用者数（人） 退職者数（人） 

備     考 競争 

試験 
選考 合計 定年 

定年 

以外 
合計 

一 般 行 政 職 3 1 4 10 10 20 県との人事交流を含む 

技 能 労 務 職 0 0 0 3 2 5  

指 導 主 事 0 3 3 0 5 5 県教育委員会との異動を含む 

消 防 職 5 0 5 2 2 4  

教 育 職 0 8 8 1 10 11 県立高校などとの異動を含む 

企 業 職 0 0 0 0 1 1  

合  計 8 12 20 16 30 46   

再 任 用 職 員  21 21  10 10 任期の更新を含まず 

任 期 付 職 員  0 0  1 1   

 

⑵ 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年の４月１日現在） 

区分 

部門 

職員数（人） 対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成21年 平成20年 

一 
般 
行 

政 

部 

門 

議 会 ６ ６ ０  

総務企画 １０１ １０３ △ ２ 行政改革に基づく事務合理化による減 

税 務 ３２ ３３ △ １ 市民税事務の見直しによる減 

民 生 １０４ １０４ ０  

衛 生 ５５ ５２ ３ 夜間小児窓口開設に伴う増など 

労 働 ２ ２ ０  

農 水 ２６ ２４ ２ 農業･農政事務の充実 

商 工 ８ ８ ０  

土 木 ４０ ４２ △ ２ 都市公園維持管理の業務委託による減など 

小 計 ３７４ ３７４ ０  
特
別
行
政
部
門 

教 育 １９４ ２１０ △ １６ 市立高校の教員数の減など 

消 防 １１１ １１１ ０  

小 計 ３０５ ３２１ △ １６  
公
営
企
業
等
会
計
部
門 

病 院 ３ １９６ △ １９３ 市立総合病院の休止による減 

水 道 ４１ ４２ △ １ 設計事務の見直しによる減 

下 水 道 １１ １５ △ ４ 管理事務･設計事務の見直しによる減 

そ の 他 ３８ ４０ △ ２ 国民健康･介護保険事務の見直しによる減 

小 計 ９３ ２９３ △ ２００  

合    計 
７７２ ９８８ △ ２１６  

[１，０４３] [１，３７１] [△３２８]  

（注）[ ]内の数値は、銚子市職員の定数です。 



⑶ 類似団体との比較（平成２１年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) １ このグラフは、本市の職員数の状況をより明確にするため、本市と人口及び産業構造が類似

している全国の市（これを「類似団体」といい、本市と同じグループに属している類似団体

の数は、本市を含め１２８団体あります。）の職員数と本市の職員数を比較したものです。 

     なお、実施している事業の内容やその規模等によって、職員数のばらつきが大きい公営企

業等会計部門は、このグラフから除外してあります。 

   ２ このグラフにおける「単純値」とは、本市と同じグループに属するすべての類似団体の職

員数の平均値です。これに対し、「修正値」とは、清掃業務や消防業務など、一部事務組合等

が類似団体に代わり実施している事務事業がある場合には、すべての類似団体の平均値であ

る「単純値」で類似団体同士の職員数を比較することが適さないことから、事務事業の区分

ごとに、従事する職員がいない類似団体を除外して算出した職員数の平均値です。 

②部門別職員数（修正値により算出した職員数との比較）
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  ⑷ 過去１０年間の職員数の推移 

①　総職員数
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②　部門別職員数
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⑸ 今後の取組み 

 定員管理にあたっては、平成１８年３月に策定された「銚子市集中改革プラン」に基

づき、平成１７年度から５か年で職員数１２１人（１０．１％）を削減し、平成２２年

４月１日の職員数を市長事務部局等で７４２人、水道事業で４４人、病院事業で２９５

人、市全体で１，０８１人とすることを目標として定員管理の適正化を計画的に推進し

ています。なお、平成２１年４月１日現在においては、市長事務部局７２８人、水道事

業４１人、病院事業３人、市全体で７７２人となり、職員数４３０人（３５．７％）の

削減を達成しています。 

今後も新たな集中改革プランを策定し、定員管理の適正化に努めてまいります。 



２ 職員の給与（決算）の状況 

⑴ 普通会計 
                    （単位：人、千円） 

区  分 
職員数 

給     与     費 
１ 人 当 た り 

給 与 費 

給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 
計 

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 

平成 21年度 657 2,737,295 436,324 995,746 4,169,365 6,346 

平成 20年度 694 2,864,830 433,599 1,150,815 4,449,244 6,411 

（注）１ 職員手当には退職手当は含んでいません。 

２ 職員数は各年度の４月１日現在の人数です。 

 

⑵ 水道事業会計 
                     （単位：人、千円） 

区  分 
職員数 

給     与     費 
１ 人 当 た り 

給 与 費 

給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 
計 

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 

平成 21年度 41 161,470 26,615 58,284 246,369 6,009 

平成 20年度 42 171,553 24,253 68,386 264,192 6,290 

（注）１ 職員手当には退職手当は含んでいません。 

２ 職員数は各年度の３月３１日現在の人数です。 

 

⑶ 病院事業会計 

                        （単位：人、千円） 

区  分 
職員数 

給     与     費 
１ 人 当 た り 

給 与 費 

給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 
計 

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 

平成 21年度 3 12,984 1,366 4,758 19,108 6,369 

平成 20年度 12 427,457 111,283 159,573 698,313 － 

（注）１ 職員手当には退職手当は含んでいません。 

２ 職員数は各年度の３月３１日現在の人数です。 

※ 病院事業については、平成２０年９月末をもって診療を休止し、年度途中で多数の退職者があり、

平成２０年度末の職員数については１人当たり給与費を比較することが適当でないことから記載し

てありません。 

職員の給与の状況については、全国の市町村が同一の様式で公表を行っています。 

今年度は平成２３年３月頃に公表を予定しており、詳細はその際に公表することになります。 



３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑴ 勤務時間の状況（平成２１年４月１日現在） 

区  分 
1週間の 

勤務時間 

勤務時間の割振り 

始業 終業 休憩時間 週休日 

通常勤務職員 38時間45分 8:30 17:15 12:00～13:00 日曜日及び土曜日 

（注） 消防職員など交替制等勤務職員の勤務時間は、４週間を通じ１週間について平均38時間45分です。 

 

⑵ 休暇制度等について（平成２１年４月１日現在） 

給与 種 別 内                   容 

有 
 
 

給 

年次休暇 
１年につき20日間（新規採用職員は採用月に応じて）付与 
平成２１年 平均取得日数9.3日、消化率23.7％ 

療養休暇 

傷病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる
場合の休暇。公務又は通勤上の傷病に該当する場合はその療養に必要と認める
期間、結核性疾患に該当する場合は１年、私傷病に該当する場合は１２０日を
限度に与えることができる。 

特別休暇 

特別の事由により、勤務しないことが相当である場合の休暇 
種   類 期  間  等 

感染症予防のための交通遮断 必要な期間 
災害による交通遮断 必要な期間 
災害による現住居の滅失又は破壊 １週間を超えない範囲内で必要な期間 
交通機関の事故等 必要な時間 
官公署への出頭 必要な時間 
公民権の行使 必要な時間 

あらかじめ計画された能率増進計
画の実施 

計画の実施に伴い必要な期間 
（リフレッシュ休暇） 
 勤続20年、30年 それぞれ10日 

妊娠中の職員の保健指導 
妊娠23週までは４週に１回等必要な時
間 

妊娠中の職員の通勤時母体保持 
１日を通じて１時間を超えない範囲内
で必要な時間 

妊娠中の職員の休息又は補食 必要な時間 

女性職員の出産 
出産予定日以前８週間・出産の日後８週
間 

女性職員の生理 ２日を超えない範囲内で必要な期間 

忌 引 
死亡した者と職員との関係により１～
10日の期間内において必要な期間 

父母及び配偶者の祭日 慣習上最小限度必要な期間 
夏季休暇 ７日の範囲内の期間 
職員の結婚 ７日を超えない範囲内で必要な期間 
配偶者の出産 ３日を超えない範囲内で必要な期間 
男性育児参加 ５日の範囲内の期間 

生後１年６月に達しない子の育児 
１日２回それぞれ45分又は１回90分の
範囲内で必要な時間 

子の看護 ５日の範囲内の期間 
ドナー休暇 必要な期間 
ボランティア休暇 ５日の範囲内の期間 

無給 

介護休暇 
配偶者・父母・子等が、負傷・疾病・老齢により日常生活を営むのに支障があ
る者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇 

組合休暇 
任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事するため必
要と認められる場合の休暇 

育児休業 ３歳未満の子を養育する職員に認められる休業（部分休業を含む） 

 



４ 職員の分限及び懲戒の状況 

 ⑴ 分限処分の状況（平成２１年度） 
  （単位：件） 

処 分 事 由 地方公務員法 降任 免職 休職 合計 

勤務実績が良くない場合 第28条第1項第1号 0 0   0 

心身の故障の場合 
第28条第1項第2号 

   第2項第1号 
0 0 16 16 

職に必要な適格性を欠く場合 第28条第1項第3号 0 0   0 

職制、定数の改廃、予算の減尐に

より廃職、過員を生じた場合 
第28条第1項第4号 0 0   0 

刑事事件に関し起訴された場合 第28条第2項第2号     0 0 

地方公務員法第28条第4項の規定により失職した者       0 

銚子市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第

5条の規定により失職しなかった者 
      0 

合     計 0 0 16 16 

 

⑵ 懲戒処分の状況（平成２１年度） 
（単位：件） 

処 分 事 由 地方公務員法 戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 第29条第1項第1号 0 1 0 0 1 

職務上の義務に違反し、又は職務

を怠った場合 
第29条第1項第2号 1 0 0 0 1 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行のあった場合 
第29条第1項第3号 0 0 0 1 1 

合     計 1 1 0 1 3 

 

５ 職員の服務の状況 

 ⑴ 地方公務員法の規定による職務上の義務 

  

○法令等および上司の職務上の命令に従う義務 ○信用失墜行為の禁止 

○秘密を守る義務 ○職務に専念する義務 ○政治的行為等の制限 

○争議行為等の禁止 ○営利企業等の従事制限 

 

 ⑵ 営利企業等の従事許可の状況（平成２１年度） 

許可件数 許可内容 

５件 平成２１年度介護支援専門員更新研修の講師など 

   



６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 ⑴ 研修の状況（平成２１年度） 

  ① 任命権者が行う研修 

区    分 研   修   内   容 実施回数 受講者数 

一 般 研 修 

新規採用職員研修 

基礎研修 

法制執務研修 

勤務評定研修 

4回 49人 

特

別

研

修 

教 養 研 修 
「e-ラーニングによる情報セキュリティ」 

研修、消費者講座、メンタルヘルス 
3回 44人 

そ の 他 

市民と協働のまちづくり講座 

行政民事暴力対応研修 

男女共同参画研修ほか 

9回 274人 

自 主 研 修 e-ラーニング講座ほか 2回 13人 

派 
 

遣 
 

研 
 

修 

自 治 研 修 

セ ン タ ー 
主任保育士研修ほか   １課程 2回 16人 

市 町 村 

ア カ デ ミ ー 
市町村税徴収事務ほか   １５課程 16回 18人 

東 総 地 区 広 域 

市町村圏事務組合 
新任職員研修ほか   ６課程 7回 73人 

そ の 他 社会福祉施設長資格認定講習ほか ２課程 3回 4人 

 

② 各所属で実施した専門研修 

区   分 実施回数 受講者数 

研修会等派遣研修 421 回 592 人 

職 場 内 研 修 97 回 1,074 人 

 

 ⑵ 勤務評定の概要（平成２１年度） 

評定の目的 

職員の執務について統一的に勤務実績の評定を行って、人事上の公

正な基礎資料とし、これを職員の能力育成の有効な指針とするととも

に、能力に応じた適正な人員配置を行うことにより職員の勤労意欲の

増進を促し、ひいては公務能率の向上を図ることを目的としています。 

評定の方法 ５段階絶対評価により年２回行っています。 

 



７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

  地方公務員法第 42条において「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関

する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない」と定められています。 

  ここでいう「保健」とは、定期健康診断など職員の健康管理を、「元気回復」とは、いわ

ゆるレクリエーションで運動会やサークル活動に対する補助等を、「その他厚生に関する事

項」とは、職員互助会への補助等をいいます。職員互助会は、職員の互助組織であって、

その運営は、職員の掛金と団体からの補助金で行われるのが一般的とされています。 

 

 ⑴ 健康管理などに関する状況（平成２１年度） 

   職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するために、総括安全衛生管理者、

産業医、安全管理者、衛生管理者等の選任及び安全衛生委員会の運営を行っています。 

 さらに、事業者の責任として、職員の健康管理状態を把握し、健康被害や疾病の早期

発見を行うため、定期健康診断、生活習慣病予防検査、特殊健康診断、採用時健康診断

及び電子メールによるメンタルヘルス相談を実施しているほか、長時間労働による健康

障害防止のための対策を講じています。 

 【市事業】 

区  分 事 業 名 内   容 対 象 者 

健 康 管 理 事 業 

定 期 健 康 診 断 
胸部Ｘ線検査、尿検査、血

液検査等 
全   員 

特 殊 健 康 診 断 尿検査、血液検査等 該 当 者 

予 防 接 種 破傷風、Ｂ型肝炎 該 当 者 

そ の 他 
メンタルヘルス相談・研修

等 
希 望 者 

 【共済組合事業】 

区  分 事 業 名 内   容 対 象 者 

給 付 事 業 

保 健 給 付 療養の給付等 該 当 者 

休 業 給 付 育児休業手当金等 該 当 者 

災 害 給 付 災害見舞金等 該 当 者 

附 加 給 付 家族療養費附加金等 該 当 者 

保 健 事 業 

生活習慣病予防検査 
胃部Ｘ線検査、尿検

査、血液検査等 
40歳以上の職員 

特 定 健 康 診 査 及 び 

特 定 保 健 指 導 

特定健康診査：定期健

康診断とともに実施 
40歳以上の職員 

特定保健指導：メタボ

リックシンドロームの

予防・解消対策として、

個別の保健指導を実施 

上記の職員のうち、

保健指導が必要と

された者 

人 間 ド ッ ク 短期、脳、併用ドック 35歳以上の職員 

婦 人 科 検 診 子宮ガン検診 35歳以上の女子職員 

助 成 金 等 契約施設利用助成等 希 望 者 

そ の 他 メンタルヘルス相談等 希 望 者 



 ⑵ 職員互助会 

職員の互助組織として、銚子市役所職員厚生組合を組織して福利厚生事業を実施して

います。なお、平成２０年度から市からの助成金の支出は無く、組合員（職員）の掛金

にて運営しています。 

銚子市役所職員厚生組合の事業概要（平成２１年度） 

 【共済給付事業】 

  ○結婚祝金 ○出産祝金 ○傷病見舞金 ○入学祝金 ○永年勤続者祝金など 

 【福利厚生事業】 

  ○保健、保養及びレクリエーションに関する事業など 

《職員掛金 月６００円   市公費負担 ０円》 

 

 ⑶ 公務災害補償制度 

   公務災害認定件数 
            （平成２１年度） 

区  分 認定件数 

市 長 事 務 部 局 3件 

消 防 1件 

教 育 委 員 会 1件 

水 道 事 業 1件 

病 院 事 業 0件 

計 6件 

 

 

８ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

 

《制度の概要》 

 職員が、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、地方公共団体

の当局に適当な措置がとられるべきことを要求することができる制度です。 

※ 平成２１年度中に職員から公平委員会に対する「勤務条件に関する措置要求」、「不利

益処分についての不服申立て」はありませんでした。 

 


